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山
梨
県
規
則
第
三
号

山
梨
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
統
計
調
査
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
公
示
の
方
法
）

第
二
条
　
条
例
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
県
公
報
に
登
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
県
基
幹
統
計
調
査
で
あ
る
こ
と
等
の
明
示
）

第
三
条
　
知
事
は
、
県
基
幹
統
計
調
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
報
告
を
求
め
る
者
に
対
し
、
当

該
調
査
が
県
基
幹
統
計
調
査
に
該
当
す
る
こ
と
を
示
す
事
実
並
び
に
当
該
調
査
に
つ
い
て
条
例
第
四

条
及
び
第
六
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。）
の
適
用
が
あ
る
旨
を
、
調
査
票

に
記
載
す
る
こ
と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
査
員
証
）

第
四
条
　
条
例
第
五
条
の
統
計
調
査
員
は
、
そ
の
事
務
に
従
事
す
る
と
き
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
統

計
調
査
員
証
を
携
帯
し
、
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
立
入
検
査
の
証
明
書
）

第
五
条
　
条
例
第
六
条
第
二
項
の
立
入
検
査
を
す
る
統
計
調
査
員
そ
の
他
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明

書
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
六
条
　
条
例
第
十
条
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
独
立
行
政
法
人
等
（
統
計
法
（
平
成
十
九
年

法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。）、
会
計
検
査
院
、
地

方
独
立
行
政
法
人
、
地
方
住
宅
供
給
公
社
、
地
方
道
路
公
社
及
び
土
地
開
発
公
社
と
す
る
。

（
調
査
票
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
統
計
の
作
成
等
）

第
七
条
　
条
例
第
十
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
統
計
の
作
成
等
は
、
次
に
掲
げ
る
統
計
の
作
成
等
で

あ
っ
て
、
調
査
票
情
報
を
適
正
に
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

一

知
事
等
、
議
会
、
国
の
行
政
機
関
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
前
条
に
規
定
す
る
者
（
次
号
に

お
い
て
「
公
的
機
関
」
と
い
う
。）
が
、
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
委
託
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
者

以
外
の
者
と
共
同
し
て
行
う
調
査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

二

そ
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
全
部
又
は
一
部
を
公
的
機
関
が
公
募
の
方
法
に
よ
り
補
助
す
る
調

査
研
究
に
係
る
統
計
の
作
成
等

三

知
事
等
、
国
の
行
政
機
関
の
長
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
の
執
行
機
関
が
、
そ
の

政
策
の
企
画
、
立
案
、
実
施
又
は
評
価
に
有
用
で
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等
そ
の
他
特
別
な

事
由
が
あ
る
と
認
め
る
統
計
の
作
成
等

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

三
月
十
日

号
外
第
八
号

火　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

二

第１号様式（第４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

三

第２号様式（第５条関係）



山
梨
県
規
則
第
四
号

山
梨
県
地
球
温
暖
化
対
策
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
地
球
温
暖
化
対
策
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
地
球
温
暖
化
対
策
条
例
（
平
成
二
十
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号
。

以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
「
年
度
」
と
は
、
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。

（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
）

第
三
条
　
条
例
第
二
条
第
七
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
太
陽
熱

二
　
河
川
水
そ
の
他
の
水
を
熱
源
と
す
る
熱

三
　
雪
又
は
氷
（
冷
凍
機
器
を
用
い
て
生
産
し
た
も
の
を
除
く
。）
を
熱
源
と
す
る
熱

四
　
地
熱

（
特
定
事
業
者
）

第
四
条
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
業
者
は
、
一
の
事
業
所
に
お
い
て
前
年
度
に
使

用
し
た
燃
料
の
量
並
び
に
前
年
度
に
他
人
か
ら
供
給
さ
れ
た
熱
及
び
電
気
の
量
を
そ
れ
ぞ
れ
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
四
号
）

第
四
条
各
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
原
油
の
数
量
に
換
算
し
た
量
を
合
算
し
た
量
の
数
値
が
千
五

百
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
で
あ
る
事
業
所
を
県
内
に
有
す
る
者
と
す
る
。

（
排
出
抑
制
計
画
）

第
五
条
　
条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
抑
制
計
画
の
作
成
は
、
排
出
抑
制

計
画
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
期
間
」
と
い

う
。）
を
対
象
と
し
、
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
抑
制
計
画
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

２

条
例
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
抑
制
計
画
の
提
出
は
、
温
室
効
果
ガ
ス

排
出
抑
制
計
画
書
を
計
画
期
間
の
初
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

３
　
条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
　
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
事
業

三
　
計
画
期
間

四
　
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

４

条
例
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
排
出
抑
制
計
画
の
提
出
は
、
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
抑
制
計
画
書
に
よ
り
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
状
況
の
報
告
は
、
計
画
期
間
の
各
年
度
ご
と
に
、
温

室
効
果
ガ
ス
排
出
抑
制
計
画
実
施
状
況
報
告
書
（
第
二
号
様
式
）
を
翌
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
条
例
第
十
一
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
）

第
六
条
　
条
例
第
十
一
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
変
換
し
て
得

ら
れ
た
電
気
の
利
用
そ
の
他
の
知
事
が
認
め
る
措
置
と
す
る
。

（
自
動
車
環
境
計
画
）

第
七
条
　
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
台
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
種
別
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
台
数
（
県
内
に
使
用
の
本
拠
の
位
置
を
有
す
る
自
動
車
の
台
数
に
限
る
。）

と
す
る
。

一

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
　
三
十
台
（
被
け
ん
引
車
（
自
動
車
の
う
ち
、
け
ん
引
し
て
陸
上
を
移
動

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
用
具
で
あ
る
も
の
を
い
う
。）
の
台
数
を
除
く
。）

二

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
客

自
動
車
運
送
事
業
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。）

四
十
台

三
　
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
　
二
十
台

２

条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
環
境
計
画
の
作
成
は
、
自
動
車
環
境

計
画
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
年
度
以
降
三
箇
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
計
画
期
間
」
と
い

う
。）
を
対
象
と
し
、
自
動
車
環
境
計
画
書
（
第
三
号
様
式
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
環
境
計
画
の
提
出
は
、
自
動
車
環
境

計
画
書
を
計
画
期
間
の
初
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

条
例
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
自
動
車
環
境
計
画
の
提
出
は
、
自
動
車
環
境
計

画
書
に
よ
り
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
状
況
の
報
告
は
、
計
画
期
間
の
各
年
度
ご
と
に
、
自

動
車
環
境
計
画
実
施
状
況
報
告
書
（
第
四
号
様
式
）
を
翌
年
度
の
六
月
末
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
特
定
電
気
機
器
等
）

第
八
条
　
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
電
気
機
器
等
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
機
器
等
と
す

る
。

一

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
六
十
七

号
。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
」
と
い
う
。）
第
二
十
一
条
第
二

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

四



号
に
規
定
す
る
エ
ア
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

二
　
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
受
信
機

三
　
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
電
気
冷
蔵
庫

２

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
台
数
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
電
気
機
器
等
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
五
台
と
す
る
。

（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
の
表
示
等
）

第
九
条
　
条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
性
能
に
関
す
る
情
報
の
表
示
は
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
八
十
六
条
の

規
定
を
実
施
す
る
た
め
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
と
の
対
比
に
お
け
る
機
械

器
具
の
性
能
の
表
示
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
数
値
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用

の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
八
十
条
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

数
値
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

五



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

六

第１号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

七

別紙



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

八



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

九

第２号様式（第５条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
〇

別紙



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
一



第３号様式（第７条関係）
山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
二



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
三



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
四

第４号様式（第７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外

第
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
三
月
十
日

一
六


